
「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律

（通称：地域未来投資促進法）」（平成２９年７月３１日施行） 

 

＜主な支援措置＞ 

①税制による支援措置 

○地方税の減免に伴う補てん措置 

 ・固定資産税等を減免した地方公共団体への減収補てん 

 （対象資産：土地、建物、構築物） 

 ○課税の特例 

 ・先進的な事業に必要な設備投資に対する減税措置 

⇒機械・装置等：４０％特別償却、４％税額控除 

 （上乗せ要件を満たす場合５０％特別償却、５％税額控除） 

  ⇒建物等   ：２０％特別償却、２％税額控除 

②予算による支援措置 

 ○地域中核企業・中小企業等連携支援事業 

 ・研究開発から設備投資、販路開拓等まで一体的に支援 

 ○地方創生推進交付金の活用 

 ・地域未来投資促進法に基づき都道府県の承認を受けた事業計画について

は、内閣府と連携し、重点的に支援 

③金融による支援 

 ○資金供給の円滑化 

 ・日本政策金融公庫による承認中小企業に対する設備資金、運転資金の長

期（２０年、７年以内）かつ固定金利での融資 

 ・地域経済活性化支援機構、中小企業基盤整備機構等によるファンド創設 

 ・信用保証協会による債務保証 

④情報に関する支援措置 

 ○候補企業の発掘等のための情報提供 

 ・地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ）等を活用 

⑤規制の特例措置等 

 ○幅広い規制改革ニーズへの迅速な対応 

 ・工場立地法の環境施設面積率、緑地面積率の緩和  

・一般社団法人を地域団体商標の登録主体として追加 

○農地転用許可、市街化調整区域の開発許可等に係る配慮 

○事業者から地方公共団体に対する事業環境整備の提案手続の創設 

 

◆固定資産税等を減免した地方公共団体への減収補てん措置の対象資産 

対象資産：土地、建物、構築物 

 

 

 

 機械及び装置が補てん対象となっていない 
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